
平塚市議会でも、とんでもないことが

「集団的自衛権で、慎重対応を求める政府への意見書」
保守系、公明党などの反対で、平塚市議会本会議で否決されました

高
山
和
義
議
員
を
含
め
て
6
人
の
議
員
が
、
集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
憲
法
解
釈

の
変
更
に
は
、
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
を
求
め
る
政
府
へ
の
意
見
書
を
提
案
し
ま
し

た
。
憲
法
は
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
、
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
決
意
す
る
こ
と
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
も
憲
法
の

決
意
を
、
再
三
述
べ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
安
倍
政
権
は
、
憲
法
の
解
釈
を
勝
手
に
変
え
て
再
び
海
外
で
戦
争
を
出

来
る
よ
う
に
準
備
を
し
て
い
ま
す
。

６
名
の
議
員
は
、
憲
法
解
釈
の
変
更
は
、
慎
重
に
あ
る
べ
き
だ
と
提
案
し
ま
し
た

が
、
６
名
の
議
員
以
外
は
「
慎
重
に
対
応
す
べ
き
」
と
の
意
見
書
に
反
対
し
、
否
決

し
ま
し
た
。

意
見
書
を
提
案
し
た
6
人
の
議
員

日
本
共
産
党

松
本
敏
子

渡
辺
敏
光

高
山
和
義

無
所
属

３
人

意
見
書
に
反
対
し
た
議
員

平
塚
自
民
ク
ラ
ブ

５
人

公
明
ひ
ら
つ
か

５
人

清
風
ク
ラ
ブ

７
人

湘
南
フ
ォ
ー
ラ
ム

６
人

無
所
属

１
人

否
決
さ
れ
た
意
見
書
案

「
集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
憲
法
解
釈
の
変
更
に
は
慎
重
に
対
応
す
る

こ
と
を
求
め
る
意
見
書
」
案

日
本
国
憲
法
は
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確

定
す
る
」
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
内
閣
法
制
局
長
官
は
、
国
会
で
憲
法
や
法
律
の
政
府
統
一
見
解
に
つ
い
て
答
弁
し

て
き
た
が
、
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て
は
、
「
行
使
が
出
来
な
い
の
は
憲
法
９
条
の
制
約
で

あ
る
。

我
が
国
は
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
武
力
行
使
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
集
団

的
自
衛
権
は
そ
の
枠
を
超
え
る
」
（
１
９
８
３
年
４
月
、
角
田
内
閣
法
制
局
長
官
）
と
し
、

憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
し
て
き
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
政
府
は
、
憲
法
９
条
第
２
項
が
あ
る
た
め
、
自
衛
隊
を
「
軍
隊
で
は
な

い
」
「
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
組
織
で
あ
る
」
と
説
明
し
、
「
そ
う
い
っ
た

自
衛
隊
の
存
在
理
由
か
ら
派
生
す
る
当
然
の
問
題
」
（
１
９
９
０
年
10
月
、
工
藤
内
閣
法
制

局
局
長
官
）
と
し
て
、
武
力
行
使
の
目
的
を
も
っ
た
部
隊
の
海
外
派
遣
、
集
団
的
自
衛
権
の

行
使
、
武
力
行
使
を
伴
う
国
連
軍
へ
の
参
加
の
３
点
に
つ
い
て
「
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
見

解
を
示
し
て
き
た
。

よ
っ
て
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
制
局
長
官
の
見
解
を
堅
持
し
、
集
団
的
自

衛
権
行
使
に
つ
な
が
る
よ
う
な
憲
法
解
釈
に
は
慎
重
に
対
応
し
、
十
分
な
国
民
的
議
論
を
尽

く
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
26
年
9
月
25
日

平
塚
市
議
会


